
広
島
県
税
規
則
及
び
広
島
県
税
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
九
年
九
月
三
十
日

広
島
県
知
事　

藤　
　

田　
　

雄　
　

山

広
島
県
規
則
第
八
十
五
号

広
島
県
税
規
則
及
び
広
島
県
税
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
広
島
県
税
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

広
島
県
税
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
広
島
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
九
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

３　

法
第
十
四
条
の
十
八
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
十
六
号
の
五
の
二

　
　

に
よ
る
譲
渡
担
保
財
産
に
つ
き
滞
納
処
分
を
続
行
す
る
旨
の
通
知
書
に
よ
つ
て
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　

第
十
条
の
二
中
「
別
記
様
式
第
十
六
号
の
五
の
二
」
を
「
別
記
様
式
第
十
六
号
の
五
の
三
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
四
条
の
二
を
削
る
。

　
　

別
記
様
式
第
十
号
の
二　

中「
事
業
年
度
若
し
く
は
連
結
事
業
年
度
又
は
計
算
期
間
」

を「
事
　
業

　

年
度

又
は

連
結

事
業

年
度

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」

に
改
め
る
。

　
　

別
記
様
式
第
十
六
号
の
五
の
二
を
別
記
様
式
第
十
六
号
の
五
の
三
と
し
、
別
記
様
式
第
十
六
号
の
五
の

　

次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

(表)



様
式
第
1
6
号
の
５
の
２
(
第
９
条
の
２
関
係
)

第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

平
成
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
第
三
者
又
は
第
三
債
務
者
等

　
　
権
利
者
等

　
　
住
所

(所
在
地

)

　
　
氏
名

(名
称

)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
広

島
県

知
事
　

 
 印

  
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(広
島
県
　

 　
地
域
事
務
所
長

)

譲
渡

担
保

財
産

に
つ

き
滞

納
処

分
を

続
行

す
る

旨
の

通
知

書

　
　
次
の
譲
渡
担
保
財
産
に
対
す
る
差
押
え
に
つ
い
て
は
，
地
方
税
法
第
1
4
条
の
1
8
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
差
押
え
と
し
て
滞
納
処
分
を
続
行
し
ま
す
の
で
，

　
　
　
　
第
６
項
　

　
同
条
　
　
　
　
　
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。

　
　
　
　
第
７
項

住
所

(所
在

地
)

　
納

税
者

特
別

徴
収

義
務

者
氏

名

(名
称

)
　

税
目

年
度

期
別

月
別

納
期

限

法
定
納
期
限
等

税
額

延
滞

金
額

過
少
申
告

加
算
金
額

不
申

告

加
算
金
額

重
加

算

金
額

滞
納

処
分

費

　
　

　
　

　

円
法
律
に
よ
る
金
額円

円
円

円
法
律
に
よ
る
金
額円

　
　

　
　

　

　
〃

　
　

　
〃

　

滞納金額

　
　

　

　

　
〃

　
　

　
〃

上
記

の
滞

納
金

額
の

う
ち

譲
渡

担
保

財
産

か
ら

徴
収

す
る
金
額

                                     円

名
称

数
量

性
質

所
在

財産

譲渡担保

　
　

　
　

住
所

(所
在

地
)

譲
渡

担
保

権
者

氏
名

(名
称

)

譲
渡

担
保

権
者

に
対

し
て

告
知

書
を

発
し

た
日

　
　
平
成
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

差
押

え
を

し
た

年
月

日
　
　
平
成
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

　
(注

)　
１
　
「
延
滞
金
額
」
の
欄
及
び
「
滞
納
処
分
費
」
の
欄
に
掲
げ
た
金
額
は
，
こ
の
通
知
書
作
成
の
日
ま
で
の
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　

 こ
の
通
知
書
作
成
の
日
の
翌
日
か
ら
完
結
の
日
ま
で
の
延
滞
金
及
び
滞
納
処
分
費
を
上
記
の
金
額
に
加
算
し
て
徴
収
し
ま
す
。

　
　
　
２
　
こ
の
告
知
に
係
る
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
場
合
は
，
こ
の
処
分
の
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
6
0
日
以
内
に
，
広
島

県
知
事
に
対
し
て
異
議
申
立
て

(審
査
請
求

)を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　
　
　
　

 (な
お
，
審
査
請
求
書
は
，
な
る
べ
く
当
地
域
事
務
所

(税
務
局
又
は
税
務
局
支
局

)を
経
由
し
て
提
出
し
て
下
さ
い
。

)
　
　
　
　
　

 ま
た
，
こ
の
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
は
異
議
申
立
て

(審
査
請
求

)に
対
す
る
決
定

(裁
決

)を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
提
起
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
が
，
決
定

(裁
決

)を
経
た
後
は
，
そ
の
決
定

(裁
決

)の
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
，
広
島
県

(代
表
者

広
島
県
知
事

)を
被
告
と
し
て
，
広
島
地
方
裁
判
所
に
対
し
，
こ
の
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　
　
　
　

 た
だ
し
，
①
異
議
申
立
て

(審
査
請
求

)を
し
た
日
か
ら
３
か
月
を
経
過
し
て
も
決
定

(裁
決

)が
な
い
と
き
，
②
処
分
，
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の

続
行
に
よ
り
生
じ
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
に
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
，
③
そ
の
他
決
定

(裁
決

)を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ

る
と
き
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
，
決
定

(裁
決

)を
経
な
い
で
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
備
考
　
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格

A
列
４
と
す
る
。



　
　

別
記
様
式
第
四
十
三
号
の
十
三
か
ら
別
記
様
式
第
四
十
三
号
の
十
五
ま
で
を
削
る
。

　
　

別
記
様
式
第
四
十
六
号
中

　

資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の
額

円
事
業
年
度
若
し
く

は
連
結
事
業
年
度

又
は

計
算

期
間

平
成
　
年
　
月
　
日
か
ら

平
成
　
年
　
月
　
日
ま
で

資
本

金
等

の
額

円

　
　
　

資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の
額

円
事

業
年

度
又

は

連
結

事
業

年
度

平
成
　
年
　
月
　
日
か
ら

平
成
　
年
　
月
　
日
ま
で

資
本

金
等

の
額

円

　　

改
め
る
。

　
　

別
記
様
式
第
四
十
八
号
の
二
十
三
の　

２
中「

又
は

認
定
経
営
資

源
再

活
用

計
画

」

を「
，
認
定
経
営

　
資
源
再
活
用
計
画
，
認
定
技
術
活
用
事
業
革
新
計
画
又
は
認
定
経
営
資
源
融
合
計
画
」

に
改
め
る
。

　

（
広
島
県
税
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

広
島
県
税
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
広
島
県
規
則
第
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

　

改
正
す
る
。

　
　

別
記
様
式
第
六
十
七
号
中　

 
事

業
年
度
若
し
く
は
連
結
事
業
年
度
又
は
計
算
期
間

 　

を　

 事
　

業

 
 年

度
又

は
連

結
事

業
年

度
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

　
 

に
改
め
る
。

　
　

別
記
様
式
第
六
十
八
号
中　

 
事

業
年
度
若
し
く
は
連
結
事
業
年
度
又
は
計
算
期
間

 　

を　

 事
　

業

　
年

度
又

は
連

結
事

業
年

度
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

　
 

に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県
税
規
則
別
記
様
式
第
十
号
の
二
、
別
記
様
式
第
四
十
六
号

及
び
別
記
様
式
第
四
十
八
号
の
二
十
三
並
び
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県
税
事
務
取
扱

規
則
別
記
様
式
第
六
十
七
号
及
び
別
記
様
式
第
六
十
八
号
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
で
こ
の
規
則
の
施

行
の
際
現
に
県
の
在
庫
に
係
る
も
の
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
税
規
則
別
記
様
式

第
十
号
の
二
、
別
記
様
式
第
四
十
六
号
及
び
別
記
様
式
第
四
十
八
号
の
二
十
三
並
び
に
第
二
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
税
事
務
取
扱
規
則
別
記
様
式
第
六
十
七
号
及
び
別
記
様
式
第
六
十
八
号
に
よ

り
作
成
さ
れ
た
用
紙
と
み
な
し
、
当
分
の
間
、
引
き
続
き
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

をに」 」

「「

(注)

「「

」」

「「

」」


